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着衣着火とは、コンロの火、暖房器具、仏壇のろ
うそく、草焼きなどの火が、着ている衣服に着火し
た火災のことです。全国で毎年約100人が亡くなっ
ており、そのうち８割が65歳以上の人です。
〈着衣着火を防ぐために〉
・�火を扱う時は、袖や裾が広がっている服装を避け
ましょう。
・�調理する時は、燃えにくい防炎加工されたエプロ
ンや腕カバーを着用しましょう。
・�ガスコンロ越しの作業は、必ず火を消してから行
いましょう。
・�屋外で火を扱う場合は、風などにより衣服に着火
しやすく、燃え広がる危険性が高いので注意して
ください。

問い合わせ先

鳥取県西部広域行政管理組合消防局予防課
 0859-35-1954

着衣着火にご注意を

４月９日（木） マタニティー＆
ベビーひろば10：00～11：30

４月11日（土）
にこにこ土曜日

  9：00～11：30

４月16日（木） 出張子育て支援センター
（溝口保育所）  9：00～11：30

４月21日（火）
４月22日（水） わくわくひろば　０才

わくわくひろば　１才～
10：00～11：30

４月25日（土）
にこにこ土曜日

  9：00～11：30

上記以外の
ポイントデー ７日（火）

すくすくだより

鳥取支部の健康保険料率が令和８年３月分（４月
納付分）から変更となります。介護保険料率（全国
一律）も変更となります。
また、令和８年４月分（５月納付分）から子ども・
子育て支援金制度が新設されます。
◆健康保険料率

◆介護保険料率

◆子ども・子育て支援金率

※�40歳から64歳までの人（介護保険第２号被保険者）は、
健康保険料率と子ども・子育て支援金率に介護保険料
率が加わります。

※�賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保
険料率が適用されます。

問い合わせ先

協会けんぽ鳥取支部 企画総務グループ
 0857-25-0050（音声案内④）

協会けんぽの保険料率の変更

令和８年２月分
（３月納付分）まで

9.93%

令和８年２月分
（３月納付分）まで

1.59%

新　　設

令和８年３月分
（４月納付分）から

9.86%

令和８年３月分
（４月納付分）から

1.62%

令和８年４月分
（５月納付分）から 

0.23%

➡

➡

➡
・�イベントがあるとき以外は、平日毎日、
どなたでもご利用できます。
・�イベントの詳しい内容は「すくすくだ
より」に掲載しています。HP・各保
育所・図書館等で読むことができます。
・�イベントの内容によっては、事前の申
し込みが必要です。

と こ ろ 子育て支援センター

開 館 時 間 平日９：00～11：30、13：30～16：00
第２・４土曜日９：00～11：30

問い合わせ先 子育て支援センター（パルプラスオン内）�
TEL 0859-39-8011

令和８年４月８日水０時から米子自動車道溝口イ
ンターチェンジの料金所がETC専用になります。
ETCが使えない状態の車両（ETC車載器を搭載して
いない、ETCカード未挿入の車両等）は利用できま
せん。
ETCが使えない車両で誤進入した場合、後退や転
回せず、「サポート」または「ETC／サポート」と
表示されたレーンに進み、一旦停止後、インターホ
ン等による係員の指示に従ってください。

問い合わせ先

NEXCO西日本お客様センター
 0120-924-863

溝口インターチェンジが
ＥＴＣ専用料金所に変わります
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▲�伯耆町ホームページ
（子育て支援センター）

◀�ETC専用料金所のご案内


